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最
近
、
東
ア
ジ
ア
と
欧
米
と
の
間

を
結
ぶ
コ
ン
テ
ナ
基
幹
航
路
に
お
け

る
日
本
の
港
へ
の
寄
港
回
数
が
減
少

す
る
な
ど
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日

本
の
港
の
地
位
は
低
下
し
て
お
り
、

そ
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
免
許
制

の
下
で
事
業
者
間
の
競
争
が
生
ま
れ

に
く
く
、
船
会
社
、
荷
主
の
ニ
ー
ズ

に
あ
っ
た
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
に

く
く
な
っ
て
い
る
点
が
内
外
か
ら
指

摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

　
今
回
の
法
律
改
正
は
、
平
成
12
年

に
先
行
し
て
規
制
緩
和
さ
れ
た
主
要

９
港
に
引
き
続
き
、
そ
れ
以
外
の
地

方
港
（
沖
縄
の
対
象
港
は
、
運
天
港
、

那
覇
港
、
平
良
港
、
石
垣
港
の
４
港
）

に
つ
い
て
も
、
参
入
規
制
や
運
賃
・

料
金
規
制
を
緩
和
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
港
湾
運
送
事
業
の
効
率
化
、
サ

ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
も
の
で
す
。 

　
今
般
の
規
制
緩
和
を
受
け
て
一
般

港
運
送
事
業
の
許
可
等
に
係
る
権
限

が
沖
縄
総
合
事
務
局
長
に
委
任
さ
れ
、

本
県
に
お
い
て
も
新
規
参
入
の
許
可

申
請
が
あ
れ
ば
、
許
可
基
準
に
基
づ

き
審
査
を
し
た
上
で
許
可
す
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。 

１
．
一
般
港
湾
運
送
事
業
者

等
の
事
業
参
入
規
制
、
運
賃
・

料
金
規
制
の
見
直
し 

特
定
港
湾
の
廃
止 

　
特
定
港
湾
を
廃
止
し
、全
て
の

港
湾
に
お
い
て
一
般
港
湾
運
送
事
業

者
等
の
規
制
緩
和
を
実
施
し
ま
す
。 

事
業
参
入
規
制
の
見
直
し 

　
す
べ
て
の
港
湾（
従
前
は
主
要
9

港

の
み
）に
お
い
て
一
般
港
湾

運
送
事
業
等
に
係
る
需
給
調
整
規

制
を
廃
止
し
、免
許
制
を
許
可
制

に
改
め
ま
す
。 

運
賃
・
料
金
規
制
の
見
直
し 

　
す
べ
て
の
港
湾
（
従
前
は
主
要

9
港
の
み
）
に
お
い
て
港
湾
運
送

事
業
等
に
係
る
運
賃
・
料
金
規
制

に
関
し
、
認
可
制
を
事
前
届
出
制

に
改
め
ま
す
。 

検
数
事
業
等
の
規
制
緩
和 

事
業
参
入
規
制
の
見
直
し 

　
需
給
調
整
規
制
を
廃
止
し
、
事

業
参
入
を
免
許
制
か
ら
許
可
制
へ

改
め
ま
す
。 

運
賃
・
料
金
規
制
の
見
直
し 

　
運
賃
・
料
金
規
制
に
つ
い
て
、認
可

制
か
ら
事
前
届
出
制
へ
改
め
る
。 

登
録
制
度
の
廃
止 

　
検
数
人
等
の
登
録
制
度
を
廃
止

し
ま
す
。 

 

３
．
そ
の
他 

港
湾
運
送
の
引
受
義
務
の
廃
止 

　
港
湾
運
送
事
業
者
に
課
せ
ら
れ

た
港
湾
運
送
の
引
受
義
務
を
廃
止

し
ま
す
。 

事
業
改
善
命
令 

　
事
業
改
善
命
令
に
つ
い
て
、公
共

の
利
益
を
阻
害
し
て
い
る
場
合
等
も

そ
の
対
象
と
し
、国
土
交
通
大
臣
が
、

事
業
の
運
営
を
改
善
す
る
た
め
に

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
し
ま
す
。 

　
沖
縄
総
合
事
務
局
で
は
、平
成
18

年
３
月
20
日
に
関
係
事
業
者
等
を
対

象
に
改
正
港
湾
運
送
事
業
法
の
説
明

会
を
開
催
し
ま
し
た 
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Special Edition

「規制改革・民間開放推進３か年計画」に基づき、 
（平成16年3月19日閣議決定） 

「特定港湾以外の港湾における港湾運送事業の規制緩和」 
を、事業者間の競争を促進し、事業の効率化や 
多様なサービスの提供を図る観点から実施する。 

特定港湾（主要９港）に限って港湾運送事業について規制緩和を先行実施 
（平成１２年１１月）  

 

港湾運送事業の規制緩和を全国の港湾（計９３港）に拡大 

●主要9港● 
千葉・京浜・清水・名古屋・四日市・大阪・神戸・関門・博多 

港 湾 の 活 性 化 を 促 進  

事業参入 
免許制→許可制 
（需給調整規制の廃止） 

運賃・料金 

認可制→事前届出制 

全国一律の規制体系へ 


